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発注時における特別資材調査の対応について（通知） 

 このことについて、別添のとおり関係機関へ通知致しましたので、ご承知ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

土木部 技術管理課 

農林設計基準グループ／土木設計基準グループ 

電話：300-2-5942／5941 
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発注時における特別資材調査の対応について（通知） 

 工事費の積算における材料単価の決定方法は「建設工事積算基準第Ⅰ編第２章」に規定してお

り、一定の材料（下記４参照）は特別資材調査により決定することとしています。   

この度、発注時における単価については、工事の早期発注のため、概算単価による工事発注が

できることとしますので担当職員へ周知願います。 

なお、概算単価による単価決定は例外的な対応であることに留意し、急を要する場合に限り本

通知を適用してください。 

記 

１ 概算単価による工事発注方法 

  見積単価等により概算単価を設定する。 

ただし、概算単価については、設計変更の対象となる旨特記仕様書に記載するものとし、契

約後、受発注者間協議のうえ変更するものとする。 

２ 適用日 

  通知日以降、当面の間とする。 

  なお、本通知を廃止する場合は別途通知する。 

３ 注意事項 

  概算単価による工事発注について、実態調査を行ったところ、概算単価と特別資材調査単価

の間に差異が見受けられた。 

これにより、工事費に大きな影響を与える場合があり、概算単価採用の際は別紙のとおり注意

すること。 

４ 参考 

  契約後の資材単価について、県設定単価及び物価資料により単価を定めることができない場

合は特別資材調査により単価決定するが、１工事において調達価格が 100 万未満の場合、かつ

材料単価が 10 万未満の場合は見積によって決定すること。 
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